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※ 入札金額は入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額である。

競争入札経過調書（最低価格落札方式）

件 名 那覇空港統合庁舎高圧配電盤改造作業

開 札 年 月 日 平成30年10月29日 ( 落札決定日平成30年10月29日

入札執行官署 大阪航空局

予 定 価 格 ￥ 35,523,894 -

落 札 金 額 ￥ 35,316,000 -

落 札 者 東芝インフラシステムズ株式会社

19,735,497 -

積 算 額 ￥ 35,523,894 - 入札書比較価格（予定価格の100/108） ￥ 32,892,495 -

調 査 基 準 価 格 ￥ 21,314,336 - 調 査 基 準 価 格 の 100/108 ￥

第５回見積　成立

入札参加者
第１回入札 第２回入札

摘　要
入札金額 入札金額

東芝インフラシステムズ株式会社 36,000,000 35,000,000

　 　

※ 予定価格（入札書比較価格）の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入
札者を落札者とする。 平成30年10月29日

契約担当官等※ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の8％に相当する額を加算し
た金額（１円未満の端数は切り捨て。）をもって落札金額とする。 支出負担行為担当官　大阪航空局長　川勝　弘彦

　 　

上記内容について相違ないことを証明する。



※ 第二回入札で不調となったため、予決令第９９条の２に規定する随意契約手続きに移行することし、入札に参加した者（辞退した者等を除く。）のうち、上記の参加意志のあった者により見積徴取することとした。

※ 予定価格の範囲内の見積金額であり、最低価格をもって有効な見積を提出した者により成立するものとする。

※ 見積金額は見積提出者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額である。

競争入札経過調書（最低価格落札方式）「見積徴取の経過」

件 名 那覇空港統合庁舎高圧配電盤改造作業

入札参加者のうち随意契約における
見積徴取への参加意志のあった者

第１回見積徴取 第２回見積徴取 第３回見積徴取 第４回見積徴取 第５回見積徴取

摘　要

見積金額 見積金額 見積金額 見積金額 見積金額

32,700,000 成立東芝インフラシステムズ株式会社 34,500,000 34,000,000 33,000,000 32,900,000


